
上尾市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。  

令和８年６月１日    

                  上尾市長   畠  山   稔      

上尾市規則第６０号  

上尾市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則の一部を改正する規

則  

 別表第１から別表第４までを次のように改める。  

別表第１（第６条関係）  

 訪問型サービス・活動Ａに要する費用の額の算定に係る単位数  

費用区分  単位数  

１  訪問型サービス・活動ＡⅠ（３０分以内）に要

する費用  

１８３単位  

２  訪問型サービス・活動ＡⅡ（３１分～６０分）

に要する費用  

２４７単位  

３  初回加算  ２００単位  

４  訪問型サービス・活動ＡⅠに要する費用  

高齢者虐待防止未実施減算又は業務継続計画未

策定減算  

１８１単位  

５  訪問型サービス・活動ＡⅡに要する費用  

高齢者虐待防止未実施減算又は業務継続計画未

策定減算  

２４５単位  

６  訪問型サービス・活動ＡⅠに要する費用  

高齢者虐待防止未実施減算及び業務継続計画未

策定減算  

１７９単位  

７  訪問型サービス・活動ＡⅡに要する費用  

高齢者虐待防止未実施減算及び業務継続計画未

策定減算  

２４２単位  

８  訪問型サービス・活動ＡⅠ処遇改善加算Ⅰイ  ４９単位  

９  訪問型サービス・活動ＡⅠ処遇改善加算Ⅰロ  ５３単位  

１０  訪問型サービス・活動ＡⅠ処遇改善加算Ⅱイ  ４６単位  

１１  訪問型サービス・活動ＡⅠ処遇改善加算Ⅱロ  ４９単位  

１２  訪問型サービス・活動ＡⅠ処遇改善加算Ⅲ  ３８単位  

１３  訪問型サービス・活動ＡⅠ処遇改善加算Ⅳ  ３１単位  

１４  訪問型サービス・活動ＡⅡ処遇改善加算Ⅰイ  ６７単位  

１５  訪問型サービス・活動ＡⅡ処遇改善加算Ⅰロ  ７１単位  

１６  訪問型サービス・活動ＡⅡ処遇改善加算Ⅱイ  ６２単位  

１７  訪問型サービス・活動ＡⅡ処遇改善加算Ⅱロ  ６６単位  

１８  訪問型サービス・活動ＡⅡ処遇改善加算Ⅲ  ５１単位  

１９  訪問型サービス・活動ＡⅡ処遇改善加算Ⅳ  ４２単位  

別表第２（第６条関係）  



訪問型サービス・活動Ｃに要する費用の額の算定に係る単位数  

費用区分  単位数  

１  
訪問型サービス・活動Ｃ（短期集中）に要する

費用  
７２０単位  

２  

訪問型サービス・活動Ｃ  

高齢者虐待防止未実施減算又は業務継続計画未

策定減算  

７１３単位  

３  

訪問型サービス・活動Ｃ  

高齢者虐待防止未実施減算及び業務継続計画未

策定減算  

７０６単位  

４  訪問型サービス・活動Ｃ処遇改善加算Ⅰイ  １９４単位  

５  訪問型サービス・活動Ｃ処遇改善加算Ⅰロ  ２０７単位  

６  訪問型サービス・活動Ｃ処遇改善加算Ⅱイ  １７９単位  

７  訪問型サービス・活動Ｃ処遇改善加算Ⅱロ  １９２単位  

８  訪問型サービス・活動Ｃ処遇改善加算Ⅲ  １４９単位  

９  訪問型サービス・活動Ｃ処遇改善加算Ⅳ  １２２単位  

別表第３（第６条関係）  

通所型サービス・活動Ａに要する費用の額の算定に係る単位数  

費用区分  単位数  

１  通所型サービス・活動ＡⅠに要する費用  ３７４単位  

２  通所型サービス・活動ＡⅠ  

高齢者虐待防止未実施減算又は業務継続計画未

策定減算  

３７０単位  

３  通所型サービス・活動ＡⅠ  

高齢者虐待防止未実施減算及び業務継続計画未

策定減算  

３６７単位  

４  通所型サービス・活動ＡⅠ介護職員処遇改善加

算Ⅰイ（利用定員１９名以上）  

４２単位  

５  通所型サービス・活動ＡⅠ介護職員処遇改善加

算Ⅰロ（利用定員１９名以上）  

４５単位  

６  通所型サービス・活動ＡⅠ介護職員処遇改善加

算Ⅱイ（利用定員１９名以上）  

４１単位  

７  通所型サービス・活動ＡⅠ介護職員処遇改善加

算Ⅱロ（利用定員１９名以上）  

４４単位  

８  通所型サービス・活動ＡⅠ介護職員処遇改善加

算Ⅲ（利用定員１９名以上）  

３７単位  

９  通所型サービス・活動ＡⅠ介護職員処遇改善加

算Ⅳ（利用定員１９名以上）  

３１単位  

１０  通所型サービス・活動ＡⅠ介護職員処遇改善加

算Ⅰイ（利用定員１９名未満）  

４４単位  

１１  通所型サービス・活動ＡⅠ介護職員処遇改善加

算Ⅰロ（利用定員１９名未満）  

４７単位  

１２  通所型サービス・活動ＡⅠ介護職員処遇改善加

算Ⅱイ（利用定員１９名未満）  

４３単位  

１３  通所型サービス・活動ＡⅠ介護職員処遇改善加 ４７単位  



算Ⅱロ（利用定員１９名未満）  

１４  通所型サービス・活動ＡⅠ介護職員処遇改善加

算Ⅲ（利用定員１９名未満）  

３９単位  

１５  通所型サービス・活動ＡⅠ介護職員処遇改善加

算Ⅳ（利用定員１９名未満）  

３３単位  

別表第４（第６条関係）  

 通所型サービス・活動Ｃに要する費用の額の算定に係る単位数  

費用区分  単位数  

１  通所型サービス・活動Ｃ（短期集中）に要する

費用  

４４９単位  

２  通所型サービス・活動Ｃ  

高齢者虐待防止未実施減算又は業務継続計画未

策定減算  

４４５単位  

３  通所型サービス・活動Ｃ  

高齢者虐待防止未実施減算及び業務継続計画未

策定減算  

４４０単位  

４  通所型サービス・活動Ｃ処遇改善加算Ⅰイ（利

用定員１９名以上）  

５０単位  

５  通所型サービス・活動Ｃ処遇改善加算Ⅰロ（利

用定員１９名以上）  

５４単位  

６  通所型サービス・活動Ｃ処遇改善加算Ⅱイ（利

用定員１９名以上）  

４９単位  

７  通所型サービス・活動Ｃ処遇改善加算Ⅱロ（利

用定員１９名以上）  

５３単位  

８  通所型サービス・活動Ｃ処遇改善加算Ⅲ（利用

定員１９名以上）  

４４単位  

９  通所型サービス・活動Ｃ処遇改善加算Ⅳ（利用

定員１９名以上）  

３７単位  

１０  通所型サービス・活動Ｃ処遇改善加算Ⅰイ（利

用定員１９名未満）  

５３単位  

１１  通所型サービス・活動Ｃ処遇改善加算Ⅰロ（利

用定員１９名未満）  

５７単位  

１２  通所型サービス・活動Ｃ処遇改善加算Ⅱイ（利

用定員１９名未満）  

５２単位  

１３  通所型サービス・活動Ｃ処遇改善加算Ⅱロ（利

用定員１９名未満）  

５６単位  

１４  通所型サービス・活動Ｃ処遇改善加算Ⅲ（利用

定員１９名未満）  

４７単位  

１５  通所型サービス・活動Ｃ処遇改善加算Ⅳ（利用

定員１９名未満）  

４０単位  

別表第５中１１の項の次に次の１８項を加える。  

１２  介護予防ケアマネジメントⅠ処遇改善加算  ９単位  

１３  介護予防ケアマネジメントⅠ処遇改善加算  

初回加算又は委託連携加算  

１６単位  

１４  介護予防ケアマネジメントⅠ処遇改善加算  ２２単位  



初回加算及び委託連携加算  

１５  介護予防ケアマネジメントⅠ処遇改善加算  

高齢者虐待防止措置未実施減算又は業務継続計

画未策定減算  

９単位  

１６  介護予防ケアマネジメントⅠ処遇改善加算  

高齢者虐待防止措置未実施減算及び業務継続計

画未策定減算  

９単位  

１７  介護予防ケアマネジメントⅠ処遇改善加算  

初回加算又は委託連携加算  

高齢者虐待防止措置未実施減算又は業務継続計

画未策定減算  

１５単位  

１８  介護予防ケアマネジメントⅠ処遇改善加算  

初回加算又は委託連携加算  

高齢者虐待防止措置未実施減算及び業務継続計

画未策定減算  

１５単位  

１９  介護予防ケアマネジメントⅠ処遇改善加算  

初回加算及び委託連携加算  

高齢者虐待防止措置未実施減算又は業務継続計

画未策定減算  

２２単位  

２０  介護予防ケアマネジメントⅠ処遇改善加算  

初回加算及び委託連携加算  

高齢者虐待防止措置未実施減算及び業務継続計

画未策定減算  

２２単位  

２１  介護予防ケアマネジメントⅡ処遇改善加算  ７単位  

２２  介護予防ケアマネジメントⅡ処遇改善加算  

高齢者虐待防止措置未実施減算又は業務継続計

画未策定減算  

７単位  

２３  介護予防ケアマネジメントⅡ処遇改善加算  

高齢者虐待防止措置未実施減算及び業務継続計

画未策定減算  

７単位  

２４  介護予防ケアマネジメントⅡ処遇改善加算  

初回加算  

１３単位  

２５  介護予防ケアマネジメントⅡ処遇改善加算  

初回加算  

高齢者虐待防止措置未実施減算又は業務継続計

画未策定減算  

１３単位  

２６  介護予防ケアマネジメントⅡ処遇改善加算  

初回加算  

高齢者虐待防止措置未実施減算及び業務継続計

画未策定減算  

１３単位  

２７  介護予防ケアマネジメントⅢ処遇改善加算  ９単位  

２８  介護予防ケアマネジメントⅢ処遇改善加算  

高齢者虐待防止措置未実施減算又は業務継続計

画未策定減算  

９単位  

２９  介護予防ケアマネジメントⅢ処遇改善加算  

高齢者虐待防止措置未実施減算及び業務継続計

画未策定減算  

９単位  



別表第５備考中第１項を削り、第２項を第１項とし、第３項を第２項とす

る。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この規則は、公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この規則による改正後の上尾市介護予防・日常生活支援総合事業実施規

則の規定は、この規則の施行の日以後に実施する介護保険法（平成９年法

律第１２３号）第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支

援総合事業から適用し、同日前に実施した同項に規定する介護予防・日常

生活支援総合事業については、なお従前の例による。  


